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（１）相生市総合計画策定要綱 

（制定）昭和４５年 ８月１３日 訓令第９号 
（改正）昭和４７年 ６月 ５日  昭和５７年 ４月 １日 平成１３年 ４月 １日 
    昭和５１年 １月２０日  昭和５９年 ４月 １日 平成２０年 ５月２３日 
    昭和５１年 ４月 １日  昭和６１年 ７月 １日 平成２３年 ４月 １日 
    昭和５３年 ４月 １日  昭和６３年 ８月 ８日 平成２６年 ４月 １日 
    昭和５３年 ４月２６日  平成 １年 １月２３日 令和 ３年 ３月１５日 
    昭和５５年 ４月 １日  平成１２年 ４月 １日  

            
第１条 この要綱は、相生市総合計画策定に関し、必要な事項を定めるものとする。 
第２条 この要綱において「総合計画」とは、本市将来の健全な発展を図るため策定する市政の長期計

画で、基本構想、基本計画、地域創生総合戦略及び実施計画からなるものとする。 
（１）基本構想 

本市のまちづくりの基本目標を定め、目標を達成する基本的な考え方を示すものをいう。 
（２）基本計画 

市政の長期的課題を明らかにし、市政について基本的方向を示すために策定する市政の基本計画を
いう。 

（３）地域創生総合戦略 
基本計画に掲げる基本的施策を横断的に示したもので地域創生の実現を推進するための計画をい

う。 
（４）実施計画 

基本計画に基づき、具体的な事業の実施について策定する計画をいう。 
第３条 総合計画は、有機的連携をもつて能率的かつ合理的に推進されるべき道標となるよう策定しな

ければならない。 
第４条 基本構想の策定期間は、令和 3 年度から令和 12 年度までとする。ただし、社会情勢等の推移

により変更が必要となった場合には、社会情勢等に適合するよう修正するものとする。 

第５条 基本計画の策定期間は、前期を基本構想の策定期間の前半 5 年間とし、後期を後半 5 年間とす

る。ただし、社会情勢等の推移により変更が必要となった場合には、社会情勢等に適合するよう修正す

るものとする。 

第６条 総合戦略の策定期間は、前条の規定を準用する。 
第７条 実施計画の策定期間は、３箇年とし、１年を経過するごとに検討を加え、さらに３箇年の計画

として改定する。 
第８条 各部長においては、別に定める合理的な施策及び基本的方針に基づき、基本計画案及び実施計

画案を作成するものとする。 
第９条 企画総務部長は、前項の規定により各部長が作成した基本計画案及び実施計画案を総合調整し

て原案を作成し、市長の決定をうけなければならない。 

２　各種要綱
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第１０条 各課長は、所属に係る総合計画に関する事務を担当するものとする。 
第１１条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
 

（２）相生市総合計画策定会議設置要綱 

（制定）平成２０年 ５月２３日 訓令第４４号 
（改正）平成２１年 ４月 １日  平成２６年 ３月３１日     令和  元年 ６月２８日 
    平成２１年 ４月２１日  平成２７年 ７月 １日   令和 ２年 ４月 １日 
    平成２２年 ４月 1 日  平成２９年 ３月３１日     令和  ３年 ３月３０日 
    平成２４年 ６月２７日  平成３０年 ５月 １日   令和  ６年 ３月２９日 

平成２５年 ３月２９日  平成３１年 ３月２８日 
 

（設置） 
第１条 相生市総合計画の策定に関し、相生市総合計画策定会議(以下「策定会議」という。)を設置す

る。 
（所掌事務） 
第２条 策定会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 
（１） 計画の策定に係る重要事項の調査及び審議に関すること。 
（２） 計画の策定に関し、関係各部間の総合的調整に関すること。 
（３） 計画の策定に必要な資料の調整に関すること。 
（４） 前各号に掲げるもののほか、計画の策定に関し、必要な事項に関すること。 
（組織及び運営） 
第３条 策定会議は、相生市庁議規程(昭和 51 年訓令第 6 号。以下「庁議規程」という。)第 2 条第 1 項

に掲げる職にある者をもって構成し、その運営にあたっては、庁議規程の例による。 
（意見の聴取） 
第４条 策定会議は、必要に応じて関係行政機関、学識経験者、有識者等から意見を聴取することがで

きる。 
（企画員会議） 
第５条 策定会議に企画員会議を置く。 
２ 企画員会議に企画員を置き、企画員は別表第 1 に定める職にある者をもって充てる。 
３ 企画員会議は、企画総務部長が招集し、企画広報課長が議長となる。 
（企画員会議の所掌事務） 
第６条 企画員会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 
（１） 計画策定に関する企画立案及び連絡調整に関すること。 
（２） 前号の企画立案に関し、必要な実施状況及び進捗状況の報告に関すること。 
（３） 前 2 号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。 
（検討チーム） 
第７条 策定会議に検討チームを置くことができる。 
２ 検討チームは、別表第２に掲げる者をもって構成するものとする。 
（検討チームの所掌事項） 
第８条 検討チームの所掌事項は、次に掲げるとおりとする。 
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検討チーム名 チーム長 構成員

企画総務 企画総務部長 企画総務部所属課長、係長及び

チーム長が指名する者

財務 財務部長 財務部所属課長、係長及びチー

ム長が指名する者

市民生活 市民生活部長 市民生活部所属課長、係長及び

チーム長が指名する者

健康福祉 健康福祉部長 健康福祉部所属課長、係長及び

チーム長が指名する者

建設農林 建設農林部長 建設農林部所属課長、係長及び

チーム長が指名する者

教育委員会 教育次長 管理（

担当）

教育委員会所属課長、係長及び

チーム長が指名する者

（１） 計画策定に関する企画立案に関すること。 
（２） 前号の企画立案に関し、必要な資料の収集及び調査に関すること。 
（３） 前２号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。 
（庶務） 
第９条 策定会議及び企画員会議の庶務は企画広報課で、検討チームの庶務は各チーム長の指名する構

成員において処理する。 
（補則） 
第１０条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 
 
別表第 1…企画広報課長、総務課長、財政課長、徴収対策室長、市民課長、地域振興課長、社会福祉課

長、子育て元気課長、都市整備課長、農林水産課長、管理課長、学校教育課長、生涯学習課
長 

 
別表第 2… 

 
 

 


